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大学院入学試験を受験する皆様へ 

立命館大学大学院 
 

台風・大雨等による非常災害の被災受験生の特別措置について（大学院） 
 
非常災害に被災された受験生ならびにご家族のみなさまに、心からお見舞い申し上げます。 
立命館大学では、2012年 4月入学・9月入学の大学院入学試験の志願者で標記の災害で被害を

受けた方々に対して、申し出により入学検定料、学費等の減免に関する特別措置を講じることを

決定いたしました。 
つきましては、該当する方で下記の措置を希望される場合は、所定の手続をお取りいただくよ

うご案内申し上げます。 
 

記 
 
１．対象者と特別措置内容 
   2012年 4月入学・9月入学の大学院入学試験を受験する方で、次のいずれかに本人または
保証人（家計支持者）の居住地がある方が対象となります。 

(1) 台風 12号または新潟県・福島県における 7月 28日からの大雨による災害救助法
適用地域（※1） 

(2) 台風 15号または鹿児島県奄美地方における豪雨による災害救助法適用地域（※2）
 

被災の状況により、下表のとおり措置を行います。 
区分 被災状況 入学検定料 入学金 入学金を除く学費 

① 
保証人（家計支持者）が亡くなら

れた場合 
全額免除 全額免除 

2012 年度の学費を免
除（※3） 

② 
本人または保証人（家計支持者）

が負傷され、長期の入院・加療が

必要な場合 

③ 

本人または保証人（家計支持者）

の居住する家屋が消失した方、ま

たは、損壊により引き続き同家屋

に居住することが困難と認められ

る方 

全額免除 全額免除 
2012年度学費の 50％
相当額を免除（※3）

 
※1 下記の地域が対象となります。（2011年 9月 21日現在） 
○台風 12号 
・鳥取県：東伯郡湯梨浜町、西伯郡南部町 
・三重県：熊野市、南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町 
・奈良県：五條市、宇陀郡御杖村、吉野郡吉野町、吉野郡下市町、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村、 

吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉野郡川上村、吉野郡東吉野村 
・和歌山県：田辺市、新宮市、日高郡日高川町、東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡古座川町  
・岡山県：玉野市 



○新潟県・福島県における 7月 28日からの大雨 
・新潟県：新潟市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、五泉市、魚沼市、南魚沼市、 

南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、長岡市、見附市、上越市、阿賀野市 
・福島県：喜多方市、南会津郡只見町、南会津郡桧枝岐村、南会津郡南会津町、耶麻郡西会津町、 

河沼郡会津坂下町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町 
  ※2 下記の地域が対象となります。（2011年 10月 12日現在） 

○台風 15号 
・青森県：三戸郡南部町 
・福島県：郡山市 

○鹿児島県奄美地方における豪雨 
    ・鹿児島県：大島郡龍郷町 

※3 本特別措置による学費の免除は初年度のみです。 
 
２．申請方法 

まず、できるだけ早く立命館大学大学院課まで電話で連絡してください。その際、書類の

提出方法等についてご案内します。 
 
立命館大学 大学院課 大学院入試担当 
電話：075-465-8195 
月曜～金曜 10：00～11：30、12：30～17：00 
＊ 土曜日曜祝日は休業します。 
＊ 夏期および冬期一斉休業期間中は休業します。 

 
３．提出書類 

 被災者特別措置申請書（本学所定書式）に加えて、罹災証明書、戸籍抄本、診断書など、

被害状況を証明する資料。 
 
４．申請書類の提出期限 
   各入学試験の出願期間開始日の 1週間前＜消印有効＞ 
     ※既に出願期間が終了している場合やすでに入学検定料・入学金等を払い込んだ場合

については、大学院課まで至急ご連絡ください。 
 
５．特別措置審査結果の通知 
   提出書類をもとに審査を行った後、「被災特別措置決定通知」を郵送します。発送が出願期 

間にまにあわない場合は、一旦入学検定料を納入し出願していただいた後に返金します。 
 
６．その他 
（１）本特別措置は 2012年度入学試験に限って実施するものです。 
（２）その他、各種奨学金の募集については、2012年 4月入学・9月入学の入学試験要項を
ご参照ください。 

（３）2012年 9月入学の大学院入学試験要項は、2011年 12月中旬に発行予定です。 
 

以 上 
※ 2012年度本学学部入学試験における特別措置は下記をご参照ください。 

http://ritsnet.ritsumei.jp/ 


